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はじめに 

 

 

 男女共同参画社会基本法では、国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に

影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画

社会の形成に配慮しなければならないとされています。このためには、国や地方公共

団体の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査する「男女共同参画影響調

査」が重要であり、その調査手法について内閣府男女共同参画局に影響調査事例研究

ワーキングチームを設置して検討を行ってまいりました。 

 本中間報告書は、その副題に示したとおり影響調査の「手法の試み」です。影響調

査は、すべての施策を対象とするものであり、調査方法を一律に決めることは困難で

す。もとより、広範多岐にわたる施策のすべてについて、ここに示した調査手法が適

用されるものではありません。とはいえ、予算、人員など様々な資源に制約がある中

で、各種施策に男女共同参画の視点を組み込ませるためにも、影響調査を進めること

は極めて重要であることから、この度、ワーキングチームにおける現段階での検討成

果を中間報告として公表することといたしました。 

 本中間報告書で紹介した各種事例や手法の例を手がかりとして、国や地方公共団体

等各方面で影響調査についての検討を深め、調査の実践を試みていただき、その過程

でお気づきの点、御意見等をお寄せいただきますようお願いいたします。皆様のご意

見、新しい事例等を取り入れながら、よりわかりやすく効果的な調査手法の開発に努

めていきたいと思います。 
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